
第２９号議案  

 

   東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

上記の議案を提出する。  

 

  平成３１年２月２７日  

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫  

 

（提案理由）  

この案は、保険料率を改定する等のため提出します。



   東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

東京都台東区国民健康保険条例（昭和３４年１１月台東区条例

第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条第２項及び第４項第２号ただし書中「第３５条第１項

第３号」を「第３５条第３号」に改める。 

 第１５条の４第 1 号中「１００分の７．３２」を「１００分の

７．２５」に改め、同条第２号中「３万９,０００円」を「３万９,

９００円」に改める。 

 第１５条の８中「５８万円」を「６１万円」に改める。 

 第１５条の１２第１号中「１００分の２．２２」を「１００分

の２．２４」に改め、同条第２号中「１万２,０００円」を「１万

２,３００円」に改める。 

 第１６条の４第１号中「１００分の１．６７」を「１００分の

１．７４」に、「１００分の５３」を「１００分の５４」に改め、

同条第２号中「１００分の４７」を「１００分の４６」に改める。 

 第１９条の２各号列記以外の部分中「５８万円」を「６１万円」

に改め、同条第１号イ中「２万７,３００円」を「２万７,９３０

円」に改め、同号ロ中「８,４００円」を「８,６１０円」に改め、

同条第２号中「２７万５,０００円」を「２８万円」に改め、同号

イ中「１万９,５００円」を「１万９,９５０円」に改め、同号ロ

中「６,０００円」を「６,１５０円」に改め、同条第３号中「５

０万円」を「５１万円」に改め、同号イ中「７,８００円」を「７,

９８０円」に改め、同号ロ中「２,４００円」を「２,４６０円」

に改める。 



   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１５条の４、第１５条の８、第１

５条の１２、第１６条の４及び第１９条の２の規定は、平成３

１年度以後の年度分の保険料について適用し、平成３０年度以

前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 


